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●成果の活用事例
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１．マニュアル作成の経緯 

オオキンケイギクは、平成18年2月に「特定外
来生物」に指定され、その栽培、保管、運搬、輸

入等が規制され、必要と判断される場合には防除

が行われることとなった。現在、河川や道路では、

市民と連携した防除の取り組みなどが試みられて

いるが、オオキンケイギク（写真-1）は、北米原
産のキク科の多年生草本で繁殖力が強く、大量の

種子を結実しこぼれ落ちた種子からよく発芽する

ほか、管理後に残存した部分からもすぐに再生す

る強健な性質を有した植物であることから、その

効果は十分に上がっていない。 
オオキンケイギクについては、国内での研究例

が少なく、効果的な管理手法を検討するための情

報蓄積が必要となっている。そこで、平成18年度
より国営木曽三川公園かさだ広場において、抜き

取り、刈り取り、表土はぎ取りの3つの手法を用い
た植生管理実験を実施し、管理手法とその効果を

検証してきており、これによって得られた知見を

踏まえて、防除管理マニュアルをとりまとめた。 

２．オオキンケイギク防除管理マニュアルの概要  
管理手法の検討にあたっては、まず現状把握に

基づいて、実現可能な目標を設定することが必要

である。その際、オオキンケイギクの防除後に、

どのような植生をめざすのかが重要な視点となる。

目標が決まったら、それに応じた適切な管理手法

を選定し管理を実施する。その際、モニタリング

によって効果を把握することが重要であり、その

結果、十分な効果が確認できない場合は、目標お

よび手法を見直す必要がある。防除管理の流れを

図-1に示す。本マニュアルでは、この流れに従っ
て、目標設定の考え方、管理手法と効果、目標に

応じた管理手法の選定方法、管理作業の進め方、

実施上の留意点などをまとめている。前述のよう

に、オオキンケイギクは再生能力が高く、根絶ま

でには数年にわたる継続的な管理が必要であり、

また根絶できた場合にも、新たな侵入を防ぐため

の対策が必要となる。本マニュアルが、現場にお

けるオオキンケイギク対策の一助となることを期

待している。 

図-1 オオキンケイギクの管理目標の設定と管理手法 

写真-1 オオキンケイ
ギクの花（上）とこぼ
れ落ちた種子（下） 
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１．アセス法改正案

環境影響評価（アセス）法については、施行

（平成 11年 6月）後 10年を経て、附則 7条に

基づく見直しの議論が行われ、その結果が中央

環境審議会から答申された（平成 22年 2月）。

改正法案は、未だ国会審議中（平成 23年 2月現

在）だが、新たな対応が必要となる改正点は以

下のとおりである。（図－１）

①戦略的環境アセスメント（ＳＥＡ）の法制化

②事後調査報告書の作成、公表

③評価書等の電子縦覧

④方法書説明会の開催

このうち、②事後調査はアセス結果の事業へ

の適切な反映、③電子縦覧及び④方法書説明会

は住民の理解促進等を目的としたものである。

①ＳＥＡについて次に詳述する。

図－１ アセス法改正後のフロー（赤字：追加）

２．構想段階ＰＩの中でのＳＥＡの実施と課題

ＳＥＡとは、従来の事業実施段階のアセス（Ｅ

ＩＡ）に先立つ早い段階で、環境配慮の検討を

行い、計画に反映させるものである。

道路事業を始めとする公共事業では、概ねの

位置・構造等を決める段階（構想段階）のＰＩ

（パブリック・インボルブメント）において、

ＳＥＡに相当する取組が既に行われている。構

想段階ＰＩでは、環境面・社会面・経済面等の

様々な観点を総合的に判断すること、住民・関

係者と円滑なコミュニケーションを柔軟に実施

すること等が重要である。

アセス法改正案のＳＥＡでは、以上の公共事

業の実態を踏まえ、総合的判断はせず環境面の

評価のみを扱い、ＥＩＡと比べ限定された手続

（配慮書の作成等）のみ義務化された。しかし

ながら、構想段階ＰＩの中で法定のＳＥＡを実

施するには、以下の課題が残されている。

(1)ＰＩのプロセスは事業ごとに様々であり、ど

こで法定のＳＥＡ手続を実施するか。

(2)ＰＩは任意のプロセスのままであり、法定の

ＳＥＡよる環境面の突出等をどう回避するか。

(3)配慮書の具体的作成方法。

(4)ＳＥＡが生物多様性保全の観点から必要性

が主張されてきた経緯を鑑み、構想段階で自

然環境を如何に配慮するか。（P.90参照）

３．今後のスケジュール

改正アセス法は、成立後、1 年後に全事業種

共通の技術的指針（基本的事項）、1年半後に事

業種ごとの技術的指針（主務省令）が示され、2

年後に完全施行となる。国総研では、前述の課

手術技の価評響影境環路道「、め進を討検の等題

法（以下参照）」の改定を行ってまいりたい。

http://www.nilim.go.jp/lab/dcg/introductio

n/kadai5/kadai5.htm




